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監  査  結  果  公  表  

 

地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 ， 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 監 査 委 員

事 務 局 の 監 査 を 行 っ た の で ， 次 の と お り 公 表 し ま す 。  
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第１  監査の概要 

 

１  監査の種類 

地方自治法第１ ９ ９ 条第１ 項及び第４ 項の 規定によ る 定期監査並びに同条第２

項の規定によ る 行政監査 

 

２  監査の対象機関 

監査委員事務局 

 

３  監査の範囲 

令和７ 年度（ 令和７ 年１ １ 月末現在） におけ る 監査委員事務局の財務事務及び

事務事業（ 一部， 過年度分を 含む。）  

 

４  監査の着眼点 

予算の執行状況， 事務事業の執行状況， 補助金交付事務の状況， 契約事務の 状

況， 財産の 管理状況について ， 合規性及び効率性を 主眼に， 過去の監査結果等を

勘案し ， 想定さ れる リ ス ク に応じ た 着眼点を も と に監査を 実施し た 。  

 

５  監査の実施内容 

重要リ ス ク に 対する 内部統制の整備状況及び運用状況等を 監査し ， そ の 有効性

を 評価する と と も に ， 当該事務が関係法令及び規程等に準拠し 適正で 効率的か つ

効果的に行われて い る か を ， 証ひょ う 書類等を 突合する な ど の監査手続を 通じ て

検証を 行っ た 。  

 

６  監査の期間 

令和７ 年１ １ 月１ ４ 日から 令和８ 年２ 月１ ０ 日ま で 

 

 

第２  監査の結果 

監査対象機関の財務事務及び事務事業の執行状況は， 関係法令等及び予算目的

にのっ と っ て 執行さ れて おり ， おおむね適切であ る と 認めら れた 。  


